次の史料（１）・（２）を読み、下記の問いA・Bに答えよ。（政経学部形式）
　史料（１）
一、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、①この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
四、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、②国際連合への加入に関する日本国の申請を支持するものとする。
九、日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
　　ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえ、かつ日本国の利益を考慮して、　 eq \o\ac(○,A)　群島及び　 eq \o\ac(○,B)　島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
A　下記の問い１～３に対する答えを、記述解答用紙に記せ。
　１　史料（１）は、ある条約の一部である。この条約を調印したソ連側の全権は誰か。
　　イ～ホから選びなさい。
　　イ　スターリン　　　ロ　ブルガーニン　　　ハ　ブレジネフ
　　ニ　ダレス　　　　　ホ　ロイヤル
　２　下線部①と下線部②は同一年に達成された。同じくこの年に発表又は演説されたものはどれか。イ～ホから選びなさい。
　　イ　「日本を全体主義の防壁へ」とアメリカのロイヤル陸軍長官が演説
　　ロ　「国民所得倍増計画」を内閣が発表
　　ハ　「金・ドル交換停止」をニクソン大統領が発表
　　ニ　「もはや戦後ではない」と経済白書が発表
　　ホ　「鉄のカーテン」をソ連が下ろしているとチャーチル元首相が演説
　３　空欄 eq \o\ac(○,A)と eq \o\ac(○,B)に該当するのは何か。記述解答用紙に漢字で記せ。
　史料（２）
　漸次に選挙権を拡張する事は何等異議なき処にして、又他年国情こゝに至れば、所謂普
通選挙も左まで憂ふべきにも非ざれども、階級性打破と云ふが如き、現在の社会組織に向
て打撃を試みんとする趣旨より、納税資格を撤廃すと云ふが如きは、実に危険極まる次第
にて、此の民衆の強要に因り現代組織を破壊する様の勢を作らば、実に国家の基礎を危ふ
するものなれば、寧ろ此際、議会を解散して政界の一新を計るの外なきかと思ふ。・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　X　日記　大正九年二月二十日）
B　史料（２）は大正九年当時、首相の地位にあった人物の日記である。この人物が組織した内閣が行なった内政について史料（２）を参考にして、下記の（語群）から適切な用語を選び、それらを使って１５０字以内でまとめ、記述解答用紙に記せ。
　　その際に、例に示されるように、文章のどこかにこの内閣首班の姓名を明記せよ。
（語群）
　大学令　　教育令　　憲政会　　立憲政友会　　積極政策　　緊縮財政　　
　小選挙区制　　中選挙区制　　大選挙区制　　震災恐慌　　戦後恐慌　　
例　当時の　X　首相は、・・・・・
